
優良建設工事施工者推薦及び表彰要領 

 

（趣旨） 

第１条 県内建設業者の施工技術の向上を図り、もって建設業界の発展に資するため、他の模範

とするに足りる優良建設工事の施工者（県内に本店を有する建設業者（以下「県内業者」とい

う。）に限る。）及び技術者（県内業者に所属するものに限る。）を表彰するものである。 

 

（審査対象工事） 

第２条 次の各号に掲げる全ての条件を具備する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２条第１項に規定するもの。以下「工事」という。）を審査の対象とする。 

(１) 鳥取県発注の工事であること。 

(２) 表彰の日の属する年度の前年度に、鳥取県建設工事検査規定（昭和４６年４月１日内訓

第２号）、鳥取県病院局建設工事検査規定（平成１８年４月１日付第２００５００１３６８

９９号鳥取県病院局長通知）又は鳥取県企業局建設工事検査規定（平成１７年鳥取県企業局

内訓第２００５００００６７３９号）に基づき完成検査を行い、かつ、その結果に基づく工

事成績（以下「工事成績」という。）の評定が行われたものであること。 

(３) 県内業者（共同企業体の構成員としてのものを含む。）が施工した工事であること。 

(４) 当初請負対象設計金額が５００万円以上のものであること。 

 

（表彰候補工事の推薦基準及び推薦方法） 

第３条 県土整備部長は、前条の工事（以下「審査対象工事」という。）で次の各号に該当する

工事について、鳥取県建設工事執行規則（昭和４８年鳥取県規則第６６号）第３０条第１項の

規定により、当該工事の監督を命ぜられた職員が当該工事の施工当時に所属していた機関に対

し、第５項に規定するところにより表彰候補となる工事（以下「表彰候補工事」という。）の

推薦を依頼するものとする。 

(１) 工事成績点数が最も高い工事から順に数えて工事件数が原則として５０以内とな

る工事成績点数（以下「基準成績点数」という。）以上の工事成績のもの。ただし、

審査対象工事全体の工事成績点数の平均値よりも工種別工事成績点数の平均値が概

ね２点以上高い工種（ただし、審査対象期間中の工事件数が２０件以上あるものに限

る。）は、基準成績点数に１点を加えた点数以上の工事成績のもの。  

(２) 前号の工事の施工者が、当該工事と同一の発注工種(鳥取県建設工事等の入札制度に

関する規則（平成１９年鳥取県規則第７６号）別表第１の発注工種の欄に定める工種

をいう。）の、他の審査対象工事の施工者である場合、それらの工事成績の平均値が、全て

の審査対象工事の平均値以上であるもの。 

(３) 前年度の住みよい県土づくり表彰式の日以降に建設業法違反等による行政処分又は鳥

取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成 20 年５月１日付第 200700191955 号鳥取

県県土整備部長通知)の規定による資格停止措置(以下、「資格停止等」という。)を受けた

者、若しくは、その者を構成員とする共同企業体が施工したものでないもの。 

(４)  低入基準価格（鳥取県低入基準価格及び最低制限価格設定要領（平成 19 年８月 15 日付

第 200700071998 号県土整備部長通知）第５条に規定する低入基準価格をいう。）を設定し

ている工事において、当該価格を下回る価格で落札した工事でないこと。 

２ 前項の規定による推薦の依頼を受けた機関（以下「推薦機関」という。）は、前項の工事を、

知事に対して推薦するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は推薦の対象外とする。 

(１) 土木工事共通仕様書（平成２４年１月２４日付第２０１１００１５８００２号）又は公

共建築工事標準仕様書の規定に基づく事故の報告があったもの（受注者の責めによらない

ものは除く）。 

(２)  工事成績採点表（工事成績評定要領様式土２－１又は様式建２－１）における施

工体制、施工状況、出来形及び品質・出来ばえの各評価項目それぞれについて、ｄ又

はｅの評定があるもの。  



４ 各推薦機関の長は第１項に規定する工事のほか、工事成績点数が基準成績点数に及ば

ない工事のうち、施工状況などのその他の点が極めて優秀で、総合的な観点から評価す

ると前項の規定により推薦する工事と同程度に優良と認められる工事の中から特に優良

で表彰する必要が認められる場合は、各県土整備事務所、各総合事務所（日野振興セン

ターを除く。）及び日野振興センターの所管区域毎に２件以内を表彰候補として、推薦

機関の所在地を所管区域とする県土整備事務所長、総合事務所長又は日野振興センター

所長を経て知事に推薦することができる。  

５ 第２項及び第４項の規定による推薦は、様式第１号、様式第２号及び様式第３号を作成し、

推薦工事ごとに以下に掲げる書類を添付し県土整備部長に提出することにより行うものとす

る。 

(１) 工事成績採点表（工事成績評定要領様式土２－１又は様式建２－１）の写し 

(２) 鳥取県建設工事執行規則（昭和４８年鳥取県規則第６６号）第３２条第１項に規定する

主任技術者等選任（変更）通知書（様式第５号）の写し 

(３) 工事施工前の現場、施工状況及び成果品等を撮影した写真 

 

（推薦工事の審査及び表彰候補の決定） 

第４条 県土整備部長は、前条第５項の規定により提出された書類により、様式第３号に否の

評定がないことを確認の上、優良建設工事表彰候補を決定するものとする。ただし、当該決

定に当たり、同一工種内で同一の施工者が施工した工事が３件以上ある場合は、別紙基

準に基づき２件を表彰候補として選定するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより設置する優良建設工事審査会（以下「審

査会」という。）が、優良建設工事表彰候補とすることが適当でないと認めるときは、優良建

設工事表彰候補としないことができる。 

３ 第１項の規定により決定した表彰候補工事の主任技術者を、優良技術者表彰候補として決定

するものとする。ただし、主任技術者の変更等があり主任技術者が複数ある場合にあっては、

その在任期間が最長であり、かつ、工期の過半を占める者を優良技術者表彰候補とするものと

する。 

４ 第２項の規定は、前項において準用する。この場合において第２項中「優良建設工事表彰候

補」とあるのは「優良技術者表彰候補」と読み替えるものとする。 

 

（推薦及び表彰の取消し） 

第５条 第３条第２項及び第４項の推薦の日から表彰の日までに建設業法違反等による行政処分

又は資格停止等を受けた場合は、推薦及び表彰決定を取り消すものとする。 

 

（表彰制度の変更手続） 

第６条 県土整備部長は、優良建設工事等の表彰制度に係る基本的な事項を変更しようとすると

きは、優良建設工事等表彰基本方針（以下「基本方針」という。）を改正しなければならない。 

２ 県土整備部長は、前項の規定に基づき基本方針を改正しようとする時は、その内容について、 

あらかじめ審査会の承認を得なければならない。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年９月１１日から適用する。 

 

   附 則  

（施行期日）  

１ この改正は、平成２１年度以降に表彰するものから適用する。  

（低価格落札にかかる特例）  

２ 第３条第１項第４号の規定は、平成２０年４月１日以降に落札した工事から適用す 

 る。  

 



      附 則  

 この改正は、平成２３年９月１２日から施行し、平成２３年度以降に実施する表彰から

適用する。  

 

附 則  

 この改正は、平成２５年９月５日から施行し、平成２５年度以降に実施する表彰から適

用する。  

 

附 則  

 この改正は、平成２８年８月１８日から施行し、平成２８年度以降に実施する表彰から

適用する。  

 

附 則  

 この改正は、令和２年５月１３日から施行し、今年度以降に行う表彰から適用する。  

 

附 則  

 この改正は、令和３年 月 日（施行日）から施行し、令和３年度以降に行う表彰から

適用する。  



（別紙）  

 

優良建設工事に係る同一工種内に同一施工者による複数工事がある場合の選定基準  

 

 優良建設工事の表彰候補の決定に当たり、同一工種内において同一施工者による表彰

候補推薦基準を満たす工事が３件以上ある場合に、この内から２件の工事を第４条第１

項の規定に基づき表彰候補として選定するための基準は次のとおりとする。  

 

１ 工事成績点数が全て異なる場合  

  工事成績点数が最も高い順から数えて２件を選定する。  

 

２ 工事成績点数が全て又は次点において同点の場合  

当該工事を推薦した機関の長が工事の施工状況、難易度、請負者の施工努力及び現

場確認の結果等に基づき、より優良な２件を選定する。当該工事が複数の機関から推

薦されたものである場合は、推薦した機関の長が前段の観点から協議を行い、より優

良な２件を選定する。



 （ 様式第１号） 

  

優良建設工事審査対象工事推薦総括表  

                                

                                                                                                   記入所属： 

   

担当者職氏名： 
 

番号 工種 工事番号・工事名 工事成績  

推薦の対象とし

ての適否（〇×で

記入） 

１  事故報告が

ない（受注者の責

によらないもの

は除く） 

（〇×で記入） 

２ 個別案件（ｄ又はｅ評価の項目の有無） 

施工体制 施工状況 出来形、品質及び

出来ばえ 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

  ※ 判定結果欄が×の工事については、現地確認並びに様式第２号及び第３号の提出は不要 

 

 



（様式第２号） 

優良建設工事施工者推薦・審査調書 

 

 鳥取県知事        様 

 

   年度完成に係る建設工事のうち、下記の工事を優良建設工事と認めたので、添付書類を付して

推薦します。 

 

   年  月  日 

                    （推薦者 職） 

                    （氏   名）              印 

 

１ 発注工事種別                           

２ 工 事 名 称                           

３ 施 工 箇 所                           

４ 施 工 業 者                           

５ 請 負 金 額                           

６ 工   期    年  月  日 ～   年  月  日   

工事成績 

番号 

 

 

 

 

 

       

    点 

工事概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工状況 

 

 

 

工事の難易度 

 

 

受注者の施工努力 

 

 

 

（注

） 

   

   

 

１ 添付資料 

      

２ 提出部数 

 

：①工事成績採点表 

 ②工事完成写真及び施工中及び現在の工事現場の状況がわかる写真（Ｌサイズ） 

：本推薦・審査調書及び添付写真 正本１部、推薦総括表は推薦機関ごとに正本１部 

 

 



（様式第３号） 

 

現地確認表 

 

 

 鳥取県知事          様 

                        

                      （推薦者 職） 

                      （氏   名）                  印 

 

  年 月 日付第      号で推薦依頼のあった下記の工事の現地確認を行いました。結果は下記のとお

りです。 

 

記 

 

１：現地確認担当者    （ 職 氏名 ）    

２：発 注 工 種 別                  ３：工 事 名 称                

４：施 工 箇 所                  ５：施 工 業 者                

６：請 負 金 額                  ７：工 期                

８：審 査 項 目 

該当 

項目 

工事の種類
 

 

判断基準
 

 

可否
 

 

 コンクリート構造物、砂防･治山構造物、海岸

構造物、トンネル 

コンクリート構造物の通りがよい  

 クラックがない  

 盛 土 通りがよい  

 切 土 規定された勾配が確保されている  

 法 面
 

 

植生、吹付け等の状態が均一である  

 湧水処理がよい  

 護岸・根固め・水制工等
 

 

通りがよい  

 材料のかみ合わせがよい又はクラックがない  

 コンクリート橋 クラックがない  

 鋼 橋 表面に補修箇所がない  

 舗 装 舗装の平坦性がよい  

 補強土壁・軽量盛土 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りがよい  

 植 栽 樹木の活着状況がよい  

 防護柵
 

 

通りがよい  

 既設構造物とのすり付けがよい  

 標 識 標識板、支柱に変色がない  

 区画線 塗料の塗布が均一である  

 地すべり防止工事 全体的な美観がよい  

 旧橋撤去 河川内にコンクリート殻等が存置してなく適切に処置されている  

 塗装工事 塗装に均一性がある  

  

建築物 

 

構造クラックがない  

 屋上等外部からの漏水がない  

 仕上げの不陸が目立たない  

 機械・電気設備
 

 

機械・電気設備としての機能・性能が確保されている  

 仕上げの状態が良好である  

（注）１ 「該当項目」欄に○を記入し、当該項目に対応する「可否」欄に可又は否を記入すること。 

    ２ 現地確認担当者は、課長級以上の職にある者をもって充てるものとする。



  


